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７対１入院基本料の適正化等について
算定要件の見直し

 患者像に即した適切な評価や病床の機能分化を一層推進する観点から、一般病棟

における７対1入院基本料の算定要件の見直しを行う。

算定要件の見直し

における 対 入院基本料の算定要件の見直しを行う。

般病棟入院基本料 日以内般病棟入院基本料 日以内

７対１入院基本料
【現行】 【改定後】平均在院日数

一般病棟入院基本料 １８日以内

特定機能病院入院基本料 ２６日以内

専門病院入院基本料 ２８日以内

一般病棟入院基本料 １９日以内

特定機能病院入院基本料 ２８日以内

専門病院入院基本料 ３０日以内 専門病院入院基本料 ２８日以内専門病院入院基本料 ３０日以内

一般病棟入院基本料※２ １割５分以上一般病棟入院基本料 １割以上

【現行】 【改定後】看護必要度要件

般病棟入院基本料 １割５分以上

特定機能病院入院基本料※３ １割５分以上

専門病院入院基本料※４ １割５分以上

般病棟入院基本料 １割以上

特定機能病院入院基本料※１ 評価のみ

専門病院入院基本料 １割以上
※１ 一般病棟及び結核病棟に限る ※２ 結核病棟は従前と同様の１割以上

※３ 一般病棟に限る（結核病棟は測定・評価のみ）
※４ 悪性腫瘍患者を当該病院の一般病棟に７割以上入院

させている場合は従前と同様の１割以上
[経過措置][経過措置]
平成24年３月31日において７対１入院基本料を算定している病棟であって、平成24年４月１日以降において改定後の７対1入
院料の算定基準は満たさないが、改定後の10対１入院基本料の基準を満たしている病棟に限り、平成26年３月31日までの間、
改定後の７対１入院基本料を算定できる。（ただし、25対１急性期看護補助体制加算は算定できない） 2



急性期の入院医療の評価

看護必要度の高い患者が入院している病棟の評価

 １０対１入院基本料届出病棟において看護必要度基準を満たしている患者※が多く入
院している病棟の入院患者に対する加算を新設する。

新 看護必 度加算 点 き

看護必要度の高い患者が入院している病棟の評価

（新） 看護必要度加算１ ３０点（１日につき）
（新） 看護必要度加算２ １５点（１日につき）
［施設基準］
① 10対１入院基本料（ 般病棟 特定機能病院（ 般病棟に限る）及び専門病院入院基本料）を算定していること

※看護必要度基準を満たしている患者
看護必要度A項目２点以上かつB項目３点以上
合計５点以上の患者

① 10対１入院基本料（一般病棟、特定機能病院（一般病棟に限る）及び専門病院入院基本料）を算定していること。
② 看護必要度評価加算１ 看護必要度の高い患者※を１割５分以上入院させている病棟であること。
③ 看護必要度評価加算２ 看護必要度の高い患者※を１割以上入院させている病棟であること。

１３対１入院基本料届出医療機関における入院患者の看護必要度の評価

 一般病棟入院基本料等（13対１入院基本料）の届出医療機関における患者

の重症度・看護必要度の継続的な測定及び評価を評価する。

１３対１入院基本料届出医療機関における入院患者の看護必要度の評価

Ａモニタリング及び処置等

一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票
Ｂ 患者の状況等

（新）一般病棟看護必要度評価加算 ５点（１日につき）

１ 創傷処置

２ 血圧測定

３ 時間尿測定

４ 呼吸ケア

５ 点滴ライン同時３本以上

１ 寝返り

２ 起き上がり

３ 座位保持

４ 移乗
６ 心電図モニター

７ シリンジポンプの使用

８ 輸血や血液製剤の使用

９ 専門的な治療・処置

移乗

５ 口腔清潔

６ 食事摂取

７ 衣服の着脱 3



亜急性期入院医療管理料
亜急性期入院医療管理料の見直し

 亜急性期入院医療管理料を算定している患者の中に、回復期リハビリテーションを
要する患者が一定程度含まれることから、患者の実態に応じた評価体系に見直すこと

亜急性期入院医療管理料の見直し

で、医療機関におけるより適切な機能分化を推進する。

（新） 亜急性期入院医療管理料１ ２,０６１点

（新） 亜急性期入院医療管理料２ １,９１１点

［算定要件］

亜急性期入院医療管理料１亜急性期入院医療管理料１

脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料を算定したことがない患者について算定する。

（最大60日まで算定可能）

亜急性期入院医療管理料２亜急性期入院医療管理料２

脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料を算定したことがある患者について算定する。

（最大60日まで算定可能） ※当該入院（通則５に規定されているもの）において、リハビリテーションを算定した日（リハビ
リテーションを算定した日を含む。）以降は、亜急性期入院医療管理料２を算定する。

[施設基準] （亜急性期入院医療管理料１、２共通）

① 届出可能病床は一般病床の３割以下。ただし、200床を超える病院は病床数にかかわらず最大40床まで。100床以下
の病院は病床数にかかわらず最大30床まで届出可能。

② 看護職員配置常時13対１以上であること② 看護職員配置常時13対１以上であること。

③ 診療録管理体制加算を算定していること。

④ 在宅復帰率６割以上であること。 4



回復期リハビリテーション病棟の評価

 回復期リハビリテーション病棟の評価体系を見直し、充実したリハビリテーションを推進する。
【現行】 【改定後】

回復期リハビリテーション病棟入院料１ １，７２０点

回復期リハビリテーション病棟入院料２ １ ６００点

（新）回復期リハビリテーション病棟入院料１ １,９１１点

（改）回復期リハビリテーション病棟入院料２ １,７６１点

回復期リハビリテーション病棟入院料３ １ ６１１点

［施設基準］

回復期リハビリテ ション病棟入院料２ １，６００点 回復期リハビリテ ション病棟入院料３ １，６１１点

（注）重症患者回復病棟加算については、入院料に包括して評価を行う

（新） 回復期リハビリテーション病棟入院料1 回復期リハビリテーション病棟入院料2 (旧1)

看護配置 13対1以上 15対1以上

看護補助者の配置 30対1以上 30対1以上看護補助者の配置 30対1以上 30対1以上

その他の職種の配置
専任医師1名以上、専従理学療法士3名以上、
作業療法士2名以上、言語聴覚士1名以上、

専任社会福祉士等1名以上

専任医師1名以上、専従理学療法士2名以上、
作業療法士1名以上

在宅復帰率 7割以上 6割以上

新規入院患者
重症患者が3割以上

看護必要度A項目1点以上の患者が1割5分以上
重症患者が2割以上

重症患者の退院時日
常生活機能評価 *

4点以上改善している患者が3割以上 3点以上改善している患者が3割以上

* 重症患者回復病棟加算の包括化に伴う要件
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一般病棟における長期療養患者の評価の適正化

 一般病棟（13対１ 15対１病棟に限る）における長期療養患者の評価体 般病棟（13対１、15対１病棟に限る）における長期療養患者の評価体

系（特定除外制度）の見直しを行い、より適切な医療機関の機能分化

を推進する。を推進する。

90日を超えて入院する患者を対象として、

①引き続き一般病棟13対１または15対１入院基本料（出来高）の算定

を可能とするが、平均在院日数の計算対象とする。

②療養病棟入院基本料１と同じ評価（医療区分・ADL区分を用いた包

括評価）とし、平均在院日数の計算対象外する。

①、②の取扱いについて、病棟単位で、医療機関が選択することとし、当

該取り扱いは 平成２４年１０月１日からの施行とする該取り扱いは、平成２４年１０月１日からの施行とする。

なお、②の場合には、地方厚生（支）局に届出を行うこと。 6



パターン①

○ 90日を超えて入院する患者を対象として、出来高算定を可能とするが、平均在院
日数の計算対象とする。

点

平均在院日数の
計算対象

平均在院日数の
計算対象

13対１病棟

点
数

検査等の出来高部分検査等の出来高部分
13対１病棟

15対１病棟

＜出来高＞

一般病棟入院基本料

＜出来高＞

一般病棟入院基本料

入院期間90日

＜出来高＞ ＜出来高＞

期
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パターン②

○ 90日を超えて入院する患者を対象として、療養病棟入院基本料１と同じ評価
（医療区分及びADL区分を用いた包括評価）を導入し、平均在院日数の計算
対象外とする。対象外とする。

平均在院日数の 平均在院日数の

点
数

計算対象 計算対象外

13対１病棟

数

医療区分及びADL区分
を用いた包括評価出来高部分

15対１病棟

医療区分２

医療区分３

＜出来高＞

一般病棟入院基本料 医療区分１

医療区分

※実際は、ADL区分を含めた
３ ３の９区分での評価

療養病棟入院基本料１

入院期間90日

＜出来高＞ ３×３の９区分での評価
＜包括＞

8



入院基本料等加算の簡素化
栄養管理実施加算の簡素化

 栄養管理実施加算を算定している医療機関が多いことから、栄養管理
体制の確保を入院基本料及び特定入院料の要件とし 診療報酬体系の

栄養管理実施加算の簡素化

体制の確保を入院基本料及び特定入院料の要件とし、診療報酬体系の
簡素化を行う。

[入院基本料及び特定入院料の施設基準] （新たに追加された栄養管理に関する項目）

① 栄養管理を担当する常勤の管理栄養士が１名以上配置されていること。ただし、有床診療所は非常勤であっても差し
支えない。

② 管理栄養士をはじめとして、医師、看護師、その他の医療従事者が共同して栄養管理を行う体制を整備し、あらかじめ
栄養管理手順を作成すること栄養管理手順を作成すること。

③ 入院時に患者の栄養状態を医師、看護師、管理栄養士が共同して確認し、特別な栄養管理の必要性の有無について
入院診療計画書に記載していること。

④ ③において、特別な栄養管理が必要とされた患者について、栄養管理計画を作成していること。

⑤ 栄養管理計画には、栄養補給に関する事項、その他栄養管理上の課題に関する事項、栄養状態の評価間隔等を記載
すること。

⑥ 当該患者について、栄養管理計画に基づいた栄養管理を行うとともに、栄養状態を定期的に記録していること。

⑦ 当該患者の栄養状態を定期的に評価し 必要に応じて栄養管理計画を見直していること⑦ 当該患者の栄養状態を定期的に評価し、必要に応じて栄養管理計画を見直していること。

⑧ 特別入院基本料及び短期滞在手術料１を算定する場合は、①～⑦までの体制を満たしていることが望ましい。

⑨ 当該保険医療機関において、①の基準が満たせなくなった場合、当該基準を満たさなくなった日の属する月を含む３か
月に限り、従来の入院基本料等を算定できる。

⑩ 平成24年３月31日において、栄養管理実施加算の届出を行っていない医療機関については、平成26年３月31日まで
の間は地方厚生(支)局長に届け出た場合に限り、①の基準を満たしているものとする。

9



入院基本料等加算の簡素化

褥瘡患者管理加算の簡素化褥瘡患者管理加算の簡素化

（旧）入院基本料における
褥瘡対策 褥瘡患者管理加算

（新）入院基本料における
褥瘡対策

対象者

日常生活の自立度が低い入院患
者（自立度がJ1～A2の場合、評価

表作成は不要）

褥瘡に関する危険因子のある患者
及び既に褥瘡を有する患者

日常生活の自立度が低い入院患者（自立度
がJ1～A2の場合、評価表作成は不要）

＋

褥瘡 す 危険 あ 患者 び
表作成 不要）

人員
褥瘡対策に係る専任の医師及び
専任の看護職員から構成される

褥瘡対策に係る専任の医師及び
褥瘡看護に関して５年以上の臨床

褥瘡に関する危険因子のある患者及び既に
褥瘡を有する患者

褥瘡対策に係る専任の医師及び褥瘡看護に
関して臨床経験を有する専任の看護職員か人員

要件
専任の看護職員から構成される
褥瘡対策チームの設置

褥瘡看護に関して５年以上の臨床
経験を有する専任の看護師

褥瘡に関する危険因子評価票
○褥瘡の有無

褥瘡対策に関する診療計画書
○危険因子評価票の内容

関して臨床経験を有する専任の看護職員か
ら構成される褥瘡対策チームの設置

褥瘡患者管理加算の様式を使用

様式

○褥瘡の有無
○日常生活自立度
・基本的動作能力
・栄養状態低下 など

○危険因子評価票の内容
○褥瘡の状態の評価

○看護計画 入院基本料に包括

体制

患者の状態に応じて、褥瘡対策に
必要な体圧分散式マットレス等を
適切に選択し使用する体制が整え
られていること。

患者の状態に応じて、褥瘡対策に必要な体
圧分散式マットレス等を適切に選択し使用す
る体制が整えられていること。

その他
褥瘡対策チームの構成メンバー等による褥
瘡対策に係る委員会の定期的な開催が望ま
しい。 10



医療提供しているが、医療資源の少ない地域に配慮した評価

地域に配慮した評価

自己完結した医療提供をしており、医療従事者の確保等が困難かつ医療機関が少ない２次
医療圏及び離島にある医療機関※について、評価体系を見直し、地域医療の活性化を促す。

病 病 象病 び 般病棟 基 算 病

地域に配慮した評価

※特定機能病院、200 床以上の病院、ＤＰＣ対象病院及び一般病棟７対１、10 対１入院基本料を算定している病院を除く

 一般病棟入院基本料の届出について、病棟毎の届出を可能とする。

 亜急性期入院医療管理料について看護配置等を緩和した評価を新設する。
（新） 亜急性期入院医療管理料１ １,７６１点（１日につき）
（新） 亜急性期入院医療管理料２ １,６６１点（１日につき）（新） 亜急性期入院医療管理料２ １,６６１点（１日に き）

[施設基準]
看護職員配置が常時15対１

 チームで診療を行う入院基本料等加算について、専従要件を緩和した評価を新設する。
（新） 栄養サポートチーム加算 １００点（週１回）

（新） 緩和ケア診療加算 ２００点（１日につき）（新） 緩和ケア診療加算 ２００点（１日につき）
※ １日当たりの算定患者数は、１チームにつき概ね15 人以内とする

 １病棟のみの小規模な病院について 病棟に応じた評価を新設する。 １病棟のみの小規模な病院について、病棟に応じた評価を新設する。
（新） 特定⼀般病棟⼊院料１ （13 対１） １,１０３点

特定⼀般病棟⼊院料２ （15 対１） ９４５点 11



医療提供しているが、医療資源の少ない地域に配慮した評価
（複数病棟の場合）

【現行】 【改定後】

病院毎の
看護配置基準

【現行】 【改定後】

A病棟 A病棟１３対１入院基本料 １０対１入院基本料

病棟毎の看護配置急性期患者

１３対１入院基本料 対 院基本料
亜急

病棟毎の看護配置
基準を可能とする

急性期患者

亜急
B病棟 B病棟１３対１入院基本料 １３対１入院基本料

亜急
性期

亜急性期等患者

亜急性期病床の要件緩和
（15対１病棟 1 761/1 661点）

亜急
性期

C病棟 C病棟１３対１入院基本料 １５対１入院基本料兼
任

兼
任

亜急
性期

（15対１病棟 1,761/1,661点）

緩和ケア診療チーム等 緩和ケア診療チーム等

専従要件等を満
専従要件の緩和

様々な状態の
患者層

長期療養患者

たせない 専従要件の緩和
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医療提供しているが、医療資源の少ない地域に配慮した評価
（１病棟の場合）

病

【現行】 【改定後】

S病院 S病院

特定除外制度の見直し
（出来高／包括）

１３対１入院基本料
（１５対１入院基本料）

特定一般病棟入院料１
（特定一般病棟入院料２）

亜急性期
兼
任

兼
任 療養

急性期から慢性期まで
様々な状態の患者層

亜急性期病床の要件緩和
（1,761/1,661点）

緩和ケア診療チ ム等 緩和ケア診療チ ム等

専従要件の緩和
専従要件等を満

たせない

緩和ケア診療チーム等 緩和ケア診療チーム等

※看護要員の夜勤については、当該特定入院料を算
定している病棟に係る看護要員は、夜勤時間数の計
算対象としない算対象 しな

13



都道府県 二次医療圏 市町村

北海道 中空知 芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、雨竜町

東胆振 苫小牧市、白老町、安平町、厚真町、むかわ町

医療提供しているが、医療資源の少ない地域

東胆振 苫小牧市、白老町、安平町、厚真町、むかわ町

北網 北見市、網走市、大空町、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町

十勝
帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中礼内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、
池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町

釧路 釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町
秋田県 大館 鹿角 大館市 鹿角市 小坂町秋田県 大館・鹿角 大館市、鹿角市、小坂町

由利本荘・にかほ 由利本荘市、にかほ市
山形県 置賜 米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町

庄内 鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町

福島県
会津

会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、福島県
会津

会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、 島町、金山町、
昭和村、会津美里町

東京都 島しょ 大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

新潟県 下越 村上市、新発田市、胎内市、関川村、粟島浦村、聖籠町
上越 上越市、妙高市、糸魚川市

佐渡 佐渡市佐渡 佐渡市

長野県
飯伊

飯田市、下伊那郡(松川町、高森町阿南町、清内路村、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、
喬木村、豊丘村、大鹿村)

岐阜県 飛騨 高山市、飛騨市、下呂市、白川村

和歌山県 田辺 田辺市、みなべ町、白浜町、上富田町、すさみ町
島根県 隠岐 海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町

岡山県 津山・英田 津山市、美作市、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町

香川県 小豆 小豆郡（土庄町、小豆島町）

高知県 幡多 宿毛市、土佐清水市、四万十市、大月町、三原村、黒潮町

長崎県 五島 五島市長崎県 五島 五島市
上五島 新上五島町、小値賀町

壱岐 壱岐市

対馬 対馬市

熊本県 球磨 人吉市、錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村

鹿児島県 熊毛 西之表市、熊毛郡（中種子町、南種子町、屋久島町）
奄美 奄美市、大島郡（大和村、宇検村、瀬戸内町、籠郷町、喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町）

沖縄県 宮古 宮古島市、多良間村

八重山 石垣市、竹富町、与那国町
14



平成25年度調査関係平成25年度調査関係
（改 定 項 目）（改 定 項 目）
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改
患者 人に対し

７対1入院基本料の適正化の経過措置のイメージ

50対1
75対1

改

看護補助者
配置

患者50人に対して
看護補助者が1人配置

（120点） （80点）

７対１

定

看護職員
配置

（120点） （80点）

前

配置

（1555点） 新７対1の基準は満たせないが、
新７対1の点数を算定する

医療機関新７対1の基準を満たした医療機関

新７対1の基準を満たせず、
10対1を算定する医療機関

改 新 新
50対1 100対1 50対1 100対1

夜間の看護
補助者の配置

経過措置の７対1届出医療機関は25
対1急性期看護補助体制加算が算定

10対1届出医療機関は25対1急性期
看護補助体制加算が算定できる。

25対1
看護補助者

配置
25対1

新 新

50対1
75対1

（120点） （80点）

50対1
75対1

（120点） （80点）（160点） （160点）

50対1
75対1

（120点） （80点）

対1急性期看護補助体制加算が算定
できない。

定

看護職員
配置

（120点） （80点） （ 点） （80点）（160点） （160点）

新７対１ 10対1７対１
（経過措置）

（120点） （80点）

看護必要度基準を満
たす患者が７対1と同
等（多い）10対1届出医

療機関は看護必要度

後

配置 新 対

（1566点）

（1311点）（経過措置）
（1566点）

看護必要度
加算1

看護必要度
加算２

（30点）
（15点）

療機関は看護必要度
加算が算定できる。
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効率化の余地のある入院についての適正な評価①

土曜日 日曜日の入院基本料について

 金曜日入院、月曜日退院の者の平均在院日数が他の曜日の者と比べ長いことを勘
案し 金曜日入院 月曜日退院の割合の合計が高い医療機関について 土曜日 日曜

土曜日・日曜日の入院基本料について

案し、金曜日入院、月曜日退院の割合の合計が高い医療機関について、土曜日、日曜
日に算定された一部の入院基本料を８％減額する。

[対象医療機関] （①と②両方を満たす医療機関）[対象医療機関]  （①と②両方を満たす医療機関）

① 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料及び専門病院入院基本料を算定する医療機関。

② 入院全体のうち金曜日に入院する者の割合(A割)と、退院全体のうち月曜日に退院する者の割合(B割)の
合計（Ａ＋Ｂ）が６か月連続して ４割を超える医療機関合計（Ａ＋Ｂ）が６か月連続して、４割を超える医療機関。

[減額の対象となる入院基本料] 

① 一般病棟入院基本料（特別入院基本料等を含む）、特定機能病院入院基本料及び専門病院入院基本料
のうち 金曜日に入院した者の入院直後の土曜日 日曜日及び月曜日に退院した者の退院直前の土曜日のうち、金曜日に入院した者の入院直後の土曜日、日曜日及び月曜日に退院した者の退院直前の土曜日、
日曜日に算定されたもの。

金 土 日

3 4 5入院
対象日

土 日 月

18 19 20 退院

② 対象日に手術や1,000 点以上の処置を伴わない場合に限る。

[経過措置]

3 4 5入院 18 19 20 退院

[経過措置] 

上記の取り扱いについては、平成 24 年 10 月１日から施行する。 17



効率化の余地のある入院についての適正な評価②

退院日の入院基本料について

 正午までに退院した患者の割合が ９割を超える医療機関について、30 日以上入院し

ている患者で、退院日に手術や高度な処置等の伴わない場合には、退院日に算定され

退院日の入院基本料について

ている患者で、退院日に手術や高度な処置等の伴わない場合には、退院日に算定され

た一部の入院基本料を８％減額する。

[対象医療機関] （①と②両方を満たす医療機関）[対象医療機関]  （①と②両方を満たす医療機関）

① 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料及び専門病院入院基本料を算定する医療機関。

② 退院患者全体のうち正午までに退院する患者の割合が ６か月連続して、９割を超える医療機関。

[対象とする入院基本料] （①と②と③のすべてを満たす場合）

① 一般病棟入院基本料（特別入院基本料等を含む）、特定機能病院入院基本料及び専門病院入院基本料
のうち、30日以上入院している患者で退院日に算定されたもの 。

1 2 3
入院 ・・・・・ 29 30 31

退院
対象日

② 入院中に退院調整加算、新生児特定集中治療室退院調整加算が算定されていない場合。

③ 対象日に手術や1,000 点以上の処置を伴わない場合。

[経過措置] 

上記の取り扱いについては、平成 24 年 10 月１日から施行する。 18



救急外来や外来診療の機能分化の推進

特定機能病院等における初 再診料等の評価の見直し
 紹介率や逆紹介率の低い特定機能病院等を紹介なしに受診した患者等に係る初・再診料を

適正な評価とするとともに 保険外併用療養費（選定療養）の枠組みの活用を推進し 病院及

特定機能病院等における初・再診料等の評価の見直し

適正な評価とするとともに、保険外併用療養費（選定療養）の枠組みの活用を推進し、病院及
び診療所における外来機能の分化及び病院勤務医の負担軽減を図る。

（新） 初診料 ２００点（紹介のない場合）

（新） 外来診療料 ５２点（新） 外来診療料 ５２点
（他医療機関へ紹介したにもかかわらず、当該病院を受診した場合）

※ 保険外併用療養費（選定療養）を利用可能

[算定要件]
①前年度の紹介率が40％未満かつ逆紹介率が30％未満の特定機能病院及び500床以上の地域医療支援病院
(経過措置)当該初診料・外来診療料の評価を導入するのは、平成25年4月1日とする。

なお ①の場合には 毎年10月１日に地方厚生（支）局に報告を行うことなお、①の場合には、毎年10月１日に地方厚生（支）局に報告を行うこと。

紹介率＝ 逆紹介率＝

※初診の患者数等の定義については 医療法における業務報告と同様

 病棟の特徴から他医療機関受診の必要性がやむを得ないと考えられる精神病床

他医療機関受診の評価の見直し

※初診の患者数等の定義については、医療法における業務報告と同様

 病棟の特徴から他医療機関受診の必要性がやむを得ないと考えられる精神病床、
結核病床、有床診療所に入院中の患者が透析や共同利用をすすめている検査のた
め他の医療機関を受診する場合の評価の見直しを行う。 19
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